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１．序論：規制科学における認識論的危機 

現代の原子力規制は被規制者（事業者）の性善説

を前提とし、提出された最終報告書が基準に適合し

ているかを審査する「製品監査」モデルに依存して

きた。しかし、計算機能力の飛躍的向上は、事業者

に「規制値を満たすデータを逆算して生成する」能

力を与えた。2026 年に発覚した浜岡原発のデータ不

正は、提出されたデータ自体に数学的誤謬がなくと

も、背後に作為的な選別が存在する場合、規制当局

は真実に到達できないという「認識論的危機」を示

している。本稿では、以下の仮説を検証する。 

 

【仮説】 

現代的な規制への欺瞞は、結論からの逆算と不都合

なデータの「組織的排除」によって構成される。 

したがって、最終成果物を対象とする製品監査は原 

理的に無力であり、排除されたデータ群と意思決定 

プロセスを対象とする「プロセス監査」への転換の 

みが、この構造的欺瞞を検知・是正できる。 

 

２．理論的枠組み 

2.1 規制の儀式主義  

ブレスウェイトが指摘するように、監査が形式化

されるほど、組織は「安全の確保」ではなく「監査

の通過」に最適化される。この「儀式主義」の下で

は、膨大な書類作成自体が免罪符となり、実質的な

リスク評価が空洞化する。    

 

2.2 認識論的不正義  

フリッカーのいう「証言的不正義」は、組織内に

おいて現場技術者の懸念が、「工学的判断」という

権威ある言葉によって封殺されるメカニズムを説明

する。製品監査はこの「封殺のプロセス」にアクセ

スできないため、結果として組織的な隠蔽に加担す

ることになる。    

 

３．仮説検証：浜岡原発データ不正事案の構造分析 

3.1 「逆算的生成」のメカニズム  

浜岡原発の基準地震動（Ss）策定において行われ

たのは、表１のプロセスであった。 

 

表１：浜岡原発基準地震動策定プロセス 

結論の設定 補強工事コストを抑制可能な地震動上限

値の事前設定 

シミュレーションの濫造 パラメータを操作し、数千回の試行を実施 

チェリーピッキング 上限値に収まったデータのみを「科学的成

果」として抽出し、残りを破棄 

 

3.2 プロセス監査による検知可能性  

現行の規制委員会（NRA）による製品監査は、提

出された「選別後のデータ」の整合性のみを確認し

たため、不正を検知できなかった。対して、本稿が

提唱する「プロセス監査」を適用した場合、表２の

手法により不正は検知可能である。 

 

表２：プロセス監査 

デー タ ・ リ ネー ジ

（系譜）分析 

最終成果物の生成日時と、サーバーに残る全計

算ログ（Total Runs）を照合し、報告書に記

載されていない 9 割の「捨てられたデータ」の存在

（空白）を特定する。 

ネガティブ・エビデン

スの追跡 

パラメータ変更が行われた日時の会議録やメール

を監査し、科学的根拠ではなく「コスト」や「スケジ

ュール」に起因する組織的バイアスを検出する。 

以上の分析は、欺瞞の本質が「作成」ではなく

「選別と排除」にあることを示しており、プロセス監   

査の導入が不可欠であるという仮説を強く支持する。 

 

４． 解決策：国会事故調提言④の再構築と監査手法 

4.1 国会事故調提言④「電気事業者の監視」への付言 

国会事故調報告提言④「電気事業者の監視」（表

３）は事業者のガバナンスと安全文化の監視を求め

ている。 

 

表３：国会事故調提言４ 

提言 4：電気事業者の監視 

 東電は、電気事業者として経産省との密接な関係を基に、電事連を

介して、保安院等の規制当局の意思決定過程に干渉してきた。国会

は、提言１に示した規制機関の監視・監督に加えて、事業者が規制当

局に不当な圧力をかけることのないように厳しく監視する必要がある。 

1）政府は電気事業者との間の接触について、ルールを定め、それに従

った情報開示を求める。 

２）電気事業者間において、原子力安全のための先進事例を確認

し、その達成に向けた不断の努力を促す相互監視体制を構築する。 

３）東電に対して、ガバナンス体制、危機管理体制、情報開示体制

等を再構築し、より高い安全目標に向けて、継続した自己改革を実施

するように促す。 

4）以上の施策の実効性を確保するため、電気事業者のガバナンスの

健全性、安全基準、安全対策の遵守状態等を監視するために、立ち
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入り調査権を伴う監査体制を国会主導で構築する。 

 

しかし、従来の規制機関による監視は形式的な検

査に留まっていた。本稿は提言④の実効性を担保す

るため、事業者の「意思決定プロセス」そのものを

監視対象とする新たな監査権限の確立を提言する。

これは、結果の数値だけでなく、その数値に至るま

での組織的力学・ガバナンスを透明化する。 

 

4.2 方法論：フォレンジック・アーキテクチャの導入  

ヴァイツマンらが提唱する「フォレンジック・ア

ーキテクチャ（法医学的建築）」の手法を採用す

る。事業者が提示する「ナラティブ」に対し、物質

的な証拠（生データ、物理的痕跡、削除ログ）を再

構成し、公式発表との矛盾を暴き出す「カウンタ

ー・フォレンジクス」を実施する。これにより、規

制当局は事業者が構築した「安全の虚像」を解体

し、隠蔽されたリスクを可視化することが可能とな

る。 

 

５．考察：アーカイブと記憶における「プロセス監

査」の射程 

本章では、確立されたプロセス監査の概念を、科

学データ以外の領域、特に公的記憶の形成（アーカ

イブ）へ拡張し、その普遍性を検討する。 

 

5.1 データと記憶の構造的同型性  

美術館やアーカイブにおけるキュレーションは、

膨大な資料の中から特定の意図に基づいて展示物を

選別する行為であり、これは浜岡原発におけるデー

タ選別と構造的に同型である（表４）。 

 

表４：データと記憶の構造的同型性 

浜岡原発 コスト制約に基づき、都合の良い地震動データを選別 

東日本大震

災・原子力災

害伝承館

（伝承館） 

復興政策および産業振興構想と接続する公的施設と

して、展示・証言の編成において「政策目標と整合する

語りが相対的に前景化しやすい」という構造条件を持つ 

※両者に共通するのは、①母集合の存在、②選別 

規則、③排除の不可視化、④正当化ナラティブ、と

いう“四点セット”であり、監査とはこの選別規則

と排除過程を検証可能にする手続である。 

 

5.2 「制度批判」としての監査  

伝承館をめぐっては、語りの範囲に一定の制約が

存在する可能性が報道されている。仮にこれが事実

である場合、記憶形成の編集過程が不可視化され、

検証可能性を損なう。ここではグロイスらが論じる

「制度批判」の視座を持つプロセス監査が求められ

る。 

表５：「制度批判」としての監査 

中立性の遮蔽効果 伝承館が標榜する「中立性」は、実際には権力

勾配を隠蔽するベールとなる。「Museums Are 

Not Neutral」の議論が示す通り、排除された展

示案や検閲された原稿（ネガティブ・スペース）

を可視化することで初めて、その政治性が明らか

になる。 

アゴニズム（闘争）

の場の回復 

ムフの「闘争的多元主義」に基づき、監査機関は

制度的に排除された「ノイズ（放射能リスクや加

害責任の声）」をアーカイブに回復させ、単一の

合意ではなく、複数の真実が競合する場を保障

しなければならない。 

 

5.3 拡張された監査の役割  

このように、「プロセス監査」とは単なる数値チ

ェックの技術ではなく、権力が不可視化したものを

可視化する制度的技術である。浜岡のサーバーに残

るログも、伝承館の倉庫に眠る不採用資料も、等し

く「捨てられた真実」として監査対象とならねばな

らない。 

 

６．結論：検証可能性の回復に向けて 

本稿は、浜岡原発事案の分析を通じて、「製品監

査からプロセス監査へ」のパラダイムシフトが不可

避であることを論証した。組織的な「逆算的生成」

に対抗するためには、国会事故調提言④を現代的に

再解釈し、結果の数値ではなく、その生成と排除の

プロセスに介入する強力な権限が必要である。 

さらに、考察において確認されたように、この監

査モデルは原子力工学の枠を超え、歴史的記憶の保

存という社会的課題にも適用可能である。科学デー

タであれ、被災の記憶であれ、権力による恣意的な

選別（チェリーピッキング）に抗い、その「検証可

能性」を担保することこそが、ポスト・フクシマ社

会における民主主義と安全の基盤となる。我々は、

提示された「完成品」の美しさに惑わされることな

く、その背後に広がる「排除されたプロセス」を直

視する勇気と技術を持たなければならない。 
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